
第１回東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村

ごみ処理広域化協議会 次第 

 

日時：令和８年５月１１日（月） 

午後２時００分から 

場所：東松山市役所 ３階全員協議会室 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委員及び事務局紹介 

４ 協議事項① 

・広域化協議会の公開に関する指針について…協議資料１ 

５ 報告事項 

・広域化協議会設立までの経緯について…報告資料１ 

・広域化協議会規約について…報告資料２ 

６ 協議事項② 

・令和 8年度広域化協議会事業計画について…協議資料２ 

・長期スケジュールについて…協議資料３ 

７ その他 

８ あいさつ 

９ 閉会 



 
東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村ごみ処理広域化協議会の公
開に関する指針 
 

令和８年５月１１日 
 
（目的） 
第１条 この指針は、東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村ごみ
処理広域化協議会（以下「協議会」という。）の会議を公開することにより、その審議
の状況を住民に明らかにし、 会議の運営の透明性、公正性を確保するとともに、行政
に対する住民の理解と信頼を深め、もって開かれた行政の推進に寄与することを目的と
する。 

 
（会議の公開） 
第２条 協議会は、次に掲げる場合を除き、会議を公開するものとする。 

(1)当該会議において、東松山市情報公開条例（平成１５年東松山市条例第２８号）
第７条第１号から第７号に関し審議する場合 

(2)当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の
目的が達成されないと認められる場合 

(3)その他出席者が非公開と認める場合 
 

（公開又は非公開の決定） 
第３条 前条に規定する「会議の公開」における第１号から第３号については、 協議
会に諮って公開又は非公開の決定を行うものとする。 
 
（開催の周知） 
第４条 協議会は、会議を開催するに当たっては、開催日時、場所、協議事項その他必
要な事項をホームページへの掲載等により事前に公表するものとする。 
 
（公開の方法等） 
第５条 協議会の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍聴を認めること
により行うものとする。 
２ 前項の場合において、協議会は、傍聴定員を定めることができる。 
３ 傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順とするものとする。ただし、協議
会が必要と認めるときは、抽選その他の方法とすることができる。 

協議資料１ 



４ 協議会は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴
に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。 
５ 会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。）は、係員の指示に従うとともに、協
議会が定める事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。 
 
（会議資料の提供） 
第６条 協議会は、傍聴者に対し会議資料（非公開情報が記載されているものを除
く。）を配布するよう努めるものとする。 
 
（会議録の作成及び公表） 
第７条 協議会は、会議終了後速やかに次に掲げる事項を記載した会議録を作成するも
のとする。 

(1) 開催日時及び場所 
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名 
(3) 議題 
(4) 公開・非公開の別 
(5) 非公開の理由（会議を非公開にした場合に限る。） 
(6) 会議内容の概要 
(7) その他協議会が必要と認めた事項 

２ 協議会は、前項により作成した会議録及び会議資料を公表するものとする。ただ
し、会議録及び会議資料の内容が第２条各号のいずれかに該当する場合は、この限りで
はない。 
３ 前項による公表は、ホームページへの掲載等により行うものとする。 
 
附則 
この指針は、令和８年５月１１日から施行する。 



広域化協議会設立までの経緯
第１回東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村

ごみ処理広域化協議会

報告資料１



○東松山市が広域化の検討に至った経緯

・可燃ごみ処理の委託契約期間（R4.4〜R14.3）終了後のごみ処理の方向性を判断するために
基礎調査報告書（R6.3）を作成し、管内町村において協議を行った。

・可燃ごみ処理は、委託期間終了後においても民間委託処理を継続しつつ、不燃物処理施設に
ついては、既設のごみ焼却場の解体後に新施設再整備を進めることを基本方針とした。

・あわせて、近隣自治体のごみ処理の動向を注視し、広域化の可能性も含め検討をしていくこ
ととしていた。

・これまで、ごみ処理の広域化を模索し続けてたが、比企地域全体での広域化は叶わなかった。
・既存施設の老朽化の状況を踏まえ、東松山市単独での施設整備や民間委託処理などの方法も

検討してきたが、昨今の物価高騰の状況や災害への備え、環境負荷の低減といった点で広域
での施設整備が最も望ましい方法であるとの結論に至った。

○小川地区衛生組合が広域化の検討に至った経緯

令和７年４月に東松山市からごみ処理に関して広域化の申し入れを行い、長期
的かつ安定的なごみ処理のあり方を見据えて、広域化の可能性について調査研
究や検討を進めることになった。 2



内容時期
東松山市から小川地区衛生組合（管内町村含む）へ意見交換会への参加を呼びかけ令和７年４月
事務レベルでの意見交換会等を開催し、現状の処理状況と課題の共有、ごみ量予測、
広域ごみ処理を想定した場合の施設規模と対象ごみ種等について検討

令和７年４〜５月

意見交換会等の結果を受けて、広域を想定した概算事業費を調査するため東松山市
にてプラントメーカーヒアリングを実施。小川地区衛生組合は現行継続した場合の
コストを試算。また、環境負荷低減（温室効果ガス）についての効果検証を実施。

令和７年６〜７月

内容時期
管内会議を定期的に開催し、広域施設整備と現在の処理継続（民間委託処理）を比
較検討。

令和７年８〜１１月

小川地区衛生組合から、東松山市へ広域施設整備に向けた検討を進めたい旨を回答令和７年１１月

○東松山市と小川地区衛生組合との検討経過

○小川地区衛生組合管内での検討経過

3

東松山市、小川地区衛生組合管内自治体の双方で、広域化によるコストメ
リット及び環境負荷低減（CO2排出量削減）効果が見込まれたため、ごみ
処理の広域化を推進することで合意するに至った。
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東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村ごみ処理広域化協議

会規約 

 

（協議会の設置） 

第１条 東松山市、小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村（以下「１市４町１

村」という。）は、令和７年１２月１８日に１市４町１村で締結したごみ処理の広域化の推

進に関する基本合意書に基づき、１市４町１村によるごみの広域処理（以下「事業」という。） 

に関する事項について協議するため、協議会を設置する。 

 

（協議会の名称） 

第２条 協議会は、東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村ごみ処理広

域化協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１）ごみの共同処理に関すること。 

 （２）事業の実施主体に関すること。 

 （３）事業の実施主体における経費の負担割合に関すること。 

 （４）事業に係る調査及び検討に関すること。 

 （５）前各号に掲げるもののほか、事業に関すること。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、１市４町１村の長を委員として組織する。 

 

（役員） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、新ごみ処理施設の立地自治体となる東松山市長をもってこれに充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、小川町長をもってこれに充てる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ ３分の１以上の委員から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなけれ

ばならない。 

報告資料２ 



 

３ 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通

知しなければならない。 

 

（会議の運営） 

第７条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

２ 会議の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（委員以外の者の出席） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の学識経験を有する者その他関係者 

の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局（以下「事務局」という。）は、東松山市役所内に置く。 

２ 事務局の庶務は、東松山市環境産業部廃棄物対策課新ごみ処理施設整備準備室（以下

「整備準備室」という。）が行う。 

３ 小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村は、必要に応じて職員を東松山市に

研修派遣するものとし、東松山市は、当該職員を整備準備室に所属させるものとする。

この場合において、当該職員の勤務条件等は、別に定める。 

４ 小川地区衛生組合は、事務局を補佐し、必要に応じて、各種情報提供や会議資料の作成

に協力する。 

 

（経費） 

第１０条 協議会の事務に要した費用は、東松山市が負担する。 

２ 前項の費用以外の事業の実施主体確定前の計画策定等に要した費用（以下「計画策定等

費用」という。）は、１市４町１村が負担するものとし、当該負担すべき額は１００分の

１０が均等割、１００分の９０が人口割とする。この場合において、人口割の経費につ

いては、予算の属する年度の前年度の１０月１日現在の住民基本台帳人口をもって算出

する。 

３ 小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村は、前項の規定により負担すること

とされた計画策定等費用の額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額）を東松山市に負担金として支払うものとする。 

 

（協議会の解散） 

第１１条 協議会は、事業の実施主体が確定した後に、委員の決議をもって解散する。 

２ 協議会解散後は、協議会の事務を事業の実施主体に引き継ぐものとする。 



 

 

（その他） 

第１２条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規約は、令和８年５月１日から施行する。 

 



令和 8 年度広域化協議会事業計画 
 
１ 方針 

令和８年度は、今後のごみ処理広域化を行う実施主体の設立に向けた準備及び 
施設整備基本構想の策定等の事務を行う。 

 
２ 事業 
（１）会議の開催 

① 広域化協議会 
５月 広域化協議会の公開に関する指針について 

広域化協議会の事業計画について 
長期スケジュールについて 

８月  施設整備基本構想について 
   候補地について 
   共同で負担する範囲について 
   一部事務組合規約について 

１１月  施設整備基本構想について 
翌年度事業計画・予算及び組織体制について 
一部事務組合規約について 

２月  施設整備基本構想について 
   一部事務組合規約について 

この他未調整事項について 
 

② 担当者会議 
広域化協議会の開催にあわせて、適宜開催する 

 
 

協議資料２ 
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東松山市・小川町・嵐山町・滑川町・ときがわ町・東秩父村ごみ処理広域化協議会スケジュール
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・施設整備基本計画策定

・施設整備基本設計

・PFI等導入可能性調査

・生活環境影響調査

・造成実施計画

・循環型社会形成推進地域計画策定

・猛禽類調査（該当があった場合）

・造成基本設計

・測量調査

・地質、地歴調査

・例規整備業務委託

・システム整備委託

・事務所開設準備
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合
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・事項別担当者調整（議会、例規、人事、財政など）

・事実上の協議（組合名称、共同事務、所在地、議会、組織、費用負担など）

・附属機関、委嘱委員の調整、指定金融機関協議、事務局組織など

・組合設立協議書

の締結

・組合設立の申請

（県）

・組合設立許可

（県）

・施設整備基本構想策定

・用地調整

協議資料３−１



長期スケジュール

項目／年度 備考Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18

１．施設整備基本構想

２．候補地選定

３．組合設立等

４．施設整備基本計画

５．施設整備基本設計

６．PFI等導入可能性調査

７．事業者選定
　（発注支援）

８．生活環境影響調査

９．猛禽類調査（参考）

10．都市計画決定手続き

11．造成基本設計

12．造成実施設計

13．測量調査

※本長期スケジュールは広域化協議会設立時点のものであり、事業の進捗に合わせて随時見直しを行うものとする。

17．供用開始

14．地質・地歴調査

15．設計・施工監理

16．施設建設工事等
建設工事実施設計

用地交渉

協議資料３−２



自治体名等 職名 氏名 担当課長

東松山市 市長 森田 光一

小川町 町長 島田 康弘 轟 英明

嵐山町 町長 佐久間 孝光 岡野 富春

滑川町 町長 大塚 信一 島田 昌徳

ときがわ町 町長 前田 榮 和田 真幸

東秩父村 村長 高野 貞宜 栗島 正行

環境産業部 部長 江口 功一

環境産業部 次長 町田 和行

廃棄物対策課 課長 新村 久徳
 廃棄物対策課 新ごみ処理
 施設整備準備室 室長 堀越 和行
 廃棄物対策課 新ごみ処理
 施設整備準備室 主査 中島 佑典
 廃棄物対策課 新ごみ処理
 施設整備準備室 主任 滝本 雅之
 廃棄物対策課 新ごみ処理
 施設整備準備室 主任 重泉 直也

小川地区衛生組合
事務局長 磯田 真佐司

小川地区衛生組合
主幹 武井 純

小川地区衛生組合
主査 原口 栄祐

第１回広域化協議会 出席者名簿

事務局

事務局補佐


